
転入・転出届けを

お忘れなく

春
は
進
学
、
就
職
、
転
勤
等
で

住
所
の
異
動
の
最
も
多
い
季
節
で

す
。
こ
れ
に
伴
っ
て
み
な
さ
ん
も

役
場
の
窓
口
を
ご
利
用
に
な
る
事

も
多
く
な
り
ま
し
ょ
う
。
住
所
は

選
挙
権
や
そ
の
他
の
住
民
と
し
て

の
権
利
の
取
得
、
つ
ま
り
教
育
・

国
民
年
金
・
予
防
接
種
等
々
、
あ

ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
住
民
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
出
来

る
権
利
を
得
る
為
に
き
わ
め
て
大

切
な
も
の
で
す
。
従
っ
て
正
確
で

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

住
所
異
動
に
お
け
る
手
続
き
に
つ

い
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

住
所
の
異
動
に
つ
い
て
は

Ｏ
　
三
隅
町
か
ら
他
の
市
町
村
に

住
所
が
変
わ
る
場
合
に
は
役
場

で
転
出
証
明
書
を
受
け
取
っ
て

下
さ
い
。
変
わ
ら
れ
る
十
四
日

前
か
ら
受
付
け
て
い
ま
す
。

（
大
学
生
に
つ
い
て
も
、
寮
、

下
宿
先
が
住
所
に
な
り
ま
す
の

で
必
ず
届
出
が
必
要
で
す
。）

Ｏ
　
他
の
市
町
村
か
ら
三
隅
町
へ

住
所
が
変
わ
っ
た
場
合
に
は
、

変
わ
ら
れ
て
か
ら
十
四
日
以
内

に
役
場
へ
届
出
て
下
さ
い
。
こ

の
場
合
、
前
の
住
所
地
の
市
町

村
役
場
で
発
行
さ
れ
た
転
出
証

明
書
が
必
要
で
す
。

Ｏ
　
三
隅
町
内
で
も
住
所
が
変
わ

っ
た
場
合
に
も
屈
出
が
必
要
で

す
。
こ
の
場
合
も
変
わ
ら
れ
て

か
ら
十
四
日
以
内
に
行
っ
て
下

さ
い
。

こ
の
よ
う
な
住
所
の
異
動
に
伴

っ
て
国
民
年
金
・
国
民
健
康
保
険

・
印
鑑
証
明
書
及
び
印
鑑
登
録
に

つ
い
て
の
手
続
き
も
必
要
に
な
り

ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
帳
と

印
鑑
を
持
参
し
て
下
さ
い
。

年金
割
引
き
の
あ
る

国

民

年

金

前
納
保
険
料

保
険
料
を
毎
月
納
め
る
こ
と
が

め
ん
ど
う
な
人
、
ま
た
は
、
農
業

な
ど
の
よ
う
に
収
穫
期
に
ま
と
ま

っ
た
収
人
の
あ
る
人
は
、
将
来
の

保
険
料
を
前
払
い
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

一
年
分
、
ま
た
は
定
め
ら
れ
た

期
間
の
保
険
料
を
前
納
し
ま
す
と

そ
の
保
険
料
は
五
分
五
厘
の
割
合

で
計
算
し
て
割
り
引
か
れ
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
つ
ど
納
め
る
手
数
も

は
ぶ
け
る
こ
と
に
な
り
便
利
で
す
。

な
お
、
前
納
し
て
い
た
人
が
、

途
中
で
会
社
な
ど
に
勤
め
た
り
、

死
亡
し
た
り
し
た
と
き
は
、
ま
だ

経
過
し
て
い
な
い
期
間
の
保
険
料

は
お
返
し
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

昭
和
五
九
年
四
月
か
ら

一
年
間
の
保
険
料
を
前
納
す
る

場
合七

二
、
八
四
〇
円

（
一
、
八
〇
〇
円
の
割
引
）

付
加
加
入
者
が

昭
和
五
九
年
四
月
か
ら

一
年
間
の
保
険
料
を
前
納
す
る

場
合二

、
九
二
〇
円
の
割
引
）

電
気
工
事
士
試
験

■
願
書
受
付
　
五
月
七
日
月
か
ら

五
月
二
十
一
日
ま
で

■
筆
記
試
験
実
施
日
及
び
会
場

六
月
十
七
日
日
　
二
時
間
の
予

定徳
山
大
学
（
徳
山
市
大
字
久
米

八
四
三
番
地
の
四
の
二
）

下
関
市
立
大
学
（
下
関
市
大
学

町
二
丁
目
一
番
一
号
）

■
技
能
試
験
実
施
日
及
び
会
場

八
月
五
日
日
　
二
時
間
の
予
定

徳
山
大
学

下
関
市
立
大
学

■
受
験
手
数
料

四
、
九
〇
〇
円
（
山
口
県
収
入

証
紙
に
よ
る
）

■
受
験
願
書
の
請
求
方
法

１
受
験
願
書
返
送
用
の
封
筒

規
格
Ｂ
5
（
た
て
二
十
七
セ

ン
チ
×
よ
こ
二
十
一
セ
ン
チ
）

以
上
の
封
筒
に
住
所
、氏
名
、

郵
便
番
号
、
請
求
部
数
を
明

記
し
、
次
の
表
に
該
当
す
る

郵
便
切
手
を
貼
付
す
る
こ
と
。

二
十
三
部
～

四
十
部

十
三
部
～

二
十
二
部

六
部

～十
二
部

一
部
～
五
部

受
験
願
書
の

請
求
部
数

七
　
百
　
円

三
百
五
十
円

二
百
四
十
円

百
七
十
円

郵
便
切
手
代
金

２
請
求
先
及
び
詳
細
問
合
せ

⑦
七
五
三
　
山
口
市
滝
町
一

番
一
号
　
山
口
県
工
業
課
工

務
係
　
○
八
三
九
（
二
二
）

三
一
　一
　一
内
線
二
六
二
二

な
お
、
封
筒
の
表
に
は
「
電

気
願
書
請
求
」
と
記
入
す
る

こ
と
。

あなたは、
できますか！

初 期 消 火
今 年 に 入 って

2 月 末 日 まで に
す で に9 件 の 火

災 が 発 生 し て お り ま す 。 内 訳 は建 物 火災7
件 、 林野 火災1 件 、そ の 他 火 災1 件 と な っ
て い ま す 。建物 火災 に つい て は適 切 な 初 期

消火 活 動 によ り 、 い ず れ も ボ ヤで 済 ん でい
ま す 。 ど の火 災 に おい て も 最 初 は 小 さ な 火
で す か ら 、 大事 な の は あ な た の 初 期 消 火 活

動 で す 。
・ 消防 署で は 、「 正 しい 防 災 知識 」 や「 初
期 消火 の 方 法 」 な どを 身 に つ けて い た だく

ため に 、防 火 講 習会 を 開 催 して お り ま す の
で 、 ご希 望 の 方 は 、町 内 会 、 グ ルー プ単 位
で お 申 し 込 み 下 さ い 。

長 門 地 区 消 防 本 部 ・ 消 防 署
℡ 長 門2 － 3111

西　 部　出　 張　 所　℡ 油 谷2 － 1230
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